
1 競争入札に付する事項
（１） 契約件名

（２） 契約内容

（３） 借入期間

（４） 納入場所

（５） 入札方法

2 競争に参加する者に必要な資格 (1)

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
(3)

(4)

3 証明書等の提出期限、提出方法 17 時 00 分

4

5 入札説明書の交付期間、交付方法　

か ら ま で

6 入札書等の提出期限

7 開札の日時場所 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

9 入札の無効

10 落札者の決定方法 (1)

11 契約書作成の要否

12 仕様に関する問い合わせ先
(藤田  内線85-2674)

仕様書のとおり

公　　　　告 総契第　24023　号

令和6年6月19日
支出負担行為担当官

記

験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整
仕様書のとおり
令 和 11 年 3 月 31 日 (但し、初期導入期限は令和6年9月30日まで)

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書
等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで
行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定
に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方
式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札説
明書による。

予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

令和４・５・６年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、下記「契約の種類」
に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該
部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。

警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共
事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「役務の提供等」 の Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級

（証明書等提出期限） 令 和 6 年 7 月 2 日
（提出方法）
・電子調達システムにより入札参加する場合
　以下の書類を電子調達システムにより提出すること。

契約条項等を示す場所、契約
及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関２－１－３　
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 

(1)紙入札方式参加願（紙入札用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・証明書等の提出方法に関する共通事項
　以下の書類を下記１２の窓口に提出すること。
(1)仕様確認申請書
(2)納入物品（同等品）に関する資料

海上保安庁海洋情報部沿岸調査課
03-3595-3636

以上公告する。

(2)

令 和 6 年 8 月 6 日 17 時 00 分

令 和 6 年 8 月 7 日 13 時 30 分

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心
得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。

海上保安庁入札・見積者心得書による。

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（交付方法）
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロードす
ること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html
　また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記する）並びに重量200g
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記４の係に申し込むこと。

(1)確認書（電子調達用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・紙入札により入札参加する場合
　以下の書類を下記４の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。
　（ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る）

03-3591-6361 （内線　2831　)

（入札説明書等の交付期間）

令 和 6 年 6 月 19 日 令 和 6 年 7 月 2 日



入　札　説　明　書

（最低価格落札方式）

別紙様式１－１　入札書（海上保安庁様式）
様式－１　紙入札方式参加願
様式－２　紙契約方式承諾願
様式－３　確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－４　電子証明書変更承諾申請書
様式－５　期間委任状
様式－６　都度委任状
別冊　契約書（案）
別冊　仕様書
別冊　仕様確認申請書

契約番号： 総契第　24023　号
契約件名：

項目及び構成

１　契約担当官等
２　調達内容
３　競争参加資格
４　入札参加申込手続き
５　入札書及び関係書類の提出場所等
６　その他

験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整



１　契約担当官等

２　調達内容

(内線85-2674)03-3595-3636
海上保安庁海洋情報部沿岸調査課　藤田

　海上保安庁の調達契約に係わる入札公告 (令和6年6月19日付） に基づく入札につ
いては、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令昭和22年勅令第165号）、契約
事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるもの
とする。

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

入　　札　　説　　明　　書

　⑷　納入場所
仕様書のとおり

　⑸　仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
　なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先
　　〒100-8932　東京都千代田区霞が関３－１－１

　⑴　契約件名
験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整

　⑵　契約内容
仕様書のとおり

　⑶　借入期間

令和６年１０月１日から令和１１年３月３１日まで
（初期導入期限については令和６年９月３０日）

⑹　入札方法
　　原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。
　　なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
  算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
　　また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び
　　紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
　　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
　①　入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
　②　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に
　　相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ
　　の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入
　　札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　　るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
　　記載した入札書を提出しなければらない。
　③　入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない｡
    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札
    書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺　入札保証金及び契約保証金　　免　除



３　競争参加資格
⑴

⑵ 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶

⑷

⑸

４　入札参加申込手続き
⑴ 　申込方法

期間委任状について
ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ

　電子入札においては、復代理は認めない。
　委任期間は当該年度内を限度とする。
　代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
　原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。

　入札参加希望者は、４（５）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達シ
ステムにより提出するものは除く）
　なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、
配達証明が確認出来るものに限る）
　また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間
委任状（様式５）又は都度委任状（様式６）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に
係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に
関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省
略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を
選任して委任することは認めない｡)。

　入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければなら
ない。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「役務の提
供等」 のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する
者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
　なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請
を行う必要があるので下記５⑵へ問い合わせること。

　警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省
公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。(これ
を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
　　　若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を
　　　得るために連合した者
  (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の
　　　履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者



⑵ 　電子調達システムによる証明書等の送信方法

⑶ 　ファイル圧縮方法の指定

⑷

⑸
各提出書類の提出先は次のとおりです。

⑹ 　証明書等審査結果の通知
令和 6年 7月 29日 までに電子調

達システム又は文書等により通知する。

　ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

　ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等の
ファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、１つのファイルとして（例えばPDF
形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等につ
いては、直接５⑵の契約係担当者に手渡すこと。
　直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に
よる提出をすることが出来る。この場合、事前に５⑵にその旨を連絡すること。
　なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認
通知書を送付する。

　証明書等の提出期限 令和6年7月2日 17時00分

４⑴により提出された証明書等の審査結果を、

3 Microsoft Excel Excel2016形式以下のもの

4 その他のアプリケーション

PDFファイル
画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)
上記に加え特別に認めたファイル形式

・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）
・仕様確認申請書（提出先上記2（5））

〇電子調達システムにより入札参加する場合

〇紙入札により入札参加する場合
・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））
・仕様確認申請書（提出先上記2（5））

1 一太郎 Pro3形式以下のもの
2 Microsoft Word Word2016形式以下のもの

　電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー
ジョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式



※

※

５　入札書及び関係書類の提出場所等
⑴

⑵ 　入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

干場　勘嗣
内線 2831

⑶ 　入札説明書（仕様書等添付）の交付期間
令和6年6月19日 から まで

⑷ 　入札書の提出期限
令和6年8月6日

⑸ 　入札書の提出方法
①　電子調達システムによる場合

ア 　入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ 　契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

ｂ

ｃ

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ

②　紙による入札の場合
ア 　入札書の様式は、別紙様式１－1によるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ

ｂ

c
d

e

　入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。
　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。

（電子認証書を取得している者であること。）

　入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入さ
れている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約
権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

　契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

令和6年7月2日

17時00分

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

　入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、
入札に参加できないので注意すること。

　入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を５⑵へ提出する
こと。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html

　入札書は電子調達システムにより提出すること。
  ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先
　　　 政府電子調達システム 　　　https://www.geps.go.jp/
       電子調達システムヘルプデスク　　 TEL  0570-014-889

東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 
℡03-3591-6361



ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ
ｃ

エ 　郵送により提出する場合

⑹ 　入札の無効
①

ア 　委任状が提出されていない代理人のした入札
イ

ウ

エ 　金額を訂正した入札
オ 　誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ

キ

ク

ケ

②

⑺ 　入札の延期等

　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

　競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提
出された書類が審査の結果採用されなかった入札

　競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名
停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

　電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
　不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
　なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電
子証明書変更承諾申請書（様式４）を提出すること。
　また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷
したものを添付すること。

　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ
とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しく
は入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができな
い。

　支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提
供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留
郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第３項に
規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることが
できる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、
中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、
「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の１に該当する入札は無
効とする。

　所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入
札

　記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること
ができる。）を欠く入札

　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者の入札

【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

　入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等
及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。



⑻ 　開札の日時及び場所

令和6年8月7日

海上保安庁入札室

⑼ 　開札
①　電子調達システムによる場合

ア

イ

②　紙による場合
ア

イ

③

④

⑤

６　その他
⑴ 　契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨

⑵ 　入札者に要求される事項

⑶ 　落札者の決定方法
①

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに
応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな
い。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない
事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

　入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しな
ければならない。
　また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。

　本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札
説明書３の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満た
し、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがあ
る。

場所：

　開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を
立ち会わせてこれを行う。

　開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
　この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

日時： 13時30分



②

ア

イ

ウ

③

⑷ 　契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）

①

②

③

④

⑤

⑸

　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれ
に記名押印するものとする。

　上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約
の相手方に送付するものとする。

　契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定し
ないものとする。

　電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及
び取扱い

　電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容
と復旧の可否について調査確認を行うものとする

　すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複
数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の
変更（延長）を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると
認められる場合を除く）
　変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札
参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入
札参加者に電話等で連絡するものとする。

　電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装してい
る。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、
電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入
札方式参加願に記載するものとする。
　落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を
行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
　電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決
定するものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事
業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子
くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

　同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
　その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。

　契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内にその旨を落札者
とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
  ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

　競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取
り交わすものとする。

　「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に
従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
　紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定
後に上記5（2）へ提出すること。



⑹

⑺ 支払条件は履行完了後、毎月払いとする。

⑻

⑼

　発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

　発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、
障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
　障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において
は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合
には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

ただし、初期導入費用については、履行完了後に一括払いとする。

　上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき
事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
　    https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html

　入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立
てることはできない。



　

 

 一金

ただし

 　

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

　 ２.金額は「アラビア」数字で記入する。

連絡先２：

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

代表者氏名

別紙様式1-1

入　札　書

住　　所

商号又は名称

験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整



　

 
（ 総 24023 ）

 １．発注件名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

 紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号(業者コード)

　 企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

（連絡先）

電話番号

メールアドレス

入札者

住　　所

企業名称

氏　　名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

※１．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は

　　その者が記載、押印する。

　２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の

　　３桁の数字を記載する。

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-1

紙入札方式参加願

　　　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整



（ 総 24023 ）

　

 

 １．件　名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

 紙契約方式での手続きをいたします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-2

紙契約方式承諾願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）



企業名称

代表者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

は、本入札に使用するＩＣカード券面の番号を記入してください。

（担当者連絡先）※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

（左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。）

＊今回限定した上記の電子証明書以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

＊上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

１０数桁の数字・英字（例：14桁、16桁）

【取得者名】

件　名：験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

                  　

　　　　　 令和    年    月    日

電子入札方式により参加する方

【電子証明書の番号】 「シリアルナンバー（ＳＮ）」、「ＩＤ」などの項目に続く

（様　式-３）　一般競争入札方式

○宛　　　　　先：　海上保安庁　総務部政務課　予算執行管理室　契約係

確    認    書



様式-４

２．変更後の電子証明書番号

３．変更理由

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

支出負担行為担当官
  　海上保安庁総務部長　　殿

　上記については承諾します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁総務部長

  上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明書
について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申請し
ます。

電子証明書変更承諾申請書

１．発注件名：



　入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書発
行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了に
より開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入
札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承認申請
書（様式３）を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書には、変更
後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
　発注者（海上保安庁）は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確認
できる場合についてのみ変更を承諾します。



様式５

期　間　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 私は上記の者を代理人と定め

 下記の権限を委任します。

 委任期間    　　   年    月    日から

 　          　　　    年    月    日まで

 委任事項

 

 　　　    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可。
　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　連絡先２：



様式６

都　度　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 委任事項

１．

 　　　    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可。
　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　連絡先２：

 私は上記の者を代理人と定め

「件名：験潮データ転送装置４式借入保守及び据付調整 」に関する下記の権限を委任します。



仕様書

1.総 則

本仕様は、海上保安庁 (以 下 「当庁」とい う。)が調達する験潮データ転送装員 4

式借入保寺みび据付調整について適用する。・・
.

2.件名

験潮データ転送装置 4式借入保守及び据付調整

3.借 入物 品の品 目及 び数 量

験潮データ転送装置,4式 、・・

1式あたりの構成 `

〈1)データ転送装置・
.

(

(

(

(

(

(

(

(

２

　

３

　

４

　

５

　

６

　

７

　

８

　

９

ルータ _′

ソフ トウェア ・

信号変換器

電源保安器 '

回線保安器・ ,

無停電電源装置 〈UPS)

ラック`

マニュアル

1 ′、  .
■.「コ ′・

1.台 ′(横浜は不要 )

1式 ′
=

1台 /・

1台 .:

1`、
■ 
「

  ・

1台 (横浜、横須賀は不要)

2台 (横浜ギ横須賀は不要 )

1部

4.仕 様

本装置は、当庁所管の 20ヵ 所の験潮所 うち 4ヵ 所 (竜飛、釜石(横須賀及び横浜験

潮所)において、既存のデジタル式フース型験潮器で観測された潮位データ及び電送

型デジタルバロメーターで観測された気圧デご夕をリアルタイム転送ユニットより、

専用回線を介 して本庁海洋情報部へ転送するための装置であ り、仕様は以下のとお り

である。=
なお、20ヵ 所の験潮所から伝送された観測データは、本庁海洋情報部の験潮所監視

装置で受信 し、 リアルタイムに潮位データ等を収録・表示するとともに、気象庁 と潮

位デーダの相互交換を実施 している。
「

.

(1)設置条件 '(験潮所 )

(a)電  源  ` 周彗|  り王  AC100V± 10V `

周波数 50/60Hz± lHz、 .

A種 (D種 各 1点 ヽ

1.OkVA.(最 大 )′
.'・

各験潮所ム本庁海洋情報部間 ´

IP―VPN挑 回線父は同様 のデジタル回線

デジタル専用回線 DA64規格以上 ‐
.

(b)接   地

(c)電源容量

(d)通信回線



(2)装 置の仕様 (験潮データ転送装置)・

本装置は、人手を介す ることな く専用回線等 を利用 して、 リアル タイムに各験潮

所で観測 されている潮位データ及び気圧データを収集・収録 し、本庁海洋情報部の

験潮所監視装置ヘ リアルタイムに観測データを転送す る装置である。1.

(e)温   度

(f)湿  度

(g)そ の 他

(a)データ転送装置

a)潮位入力信号 ,

b)潮位入力範囲 ′

c) サンフ
・
リンク

゛
扉尋膊言

d)ア ナ ログ入力

e〉 データ出力 ′

f)デー タ保存
′

g)データ収録 ′

h)通信方式

i)電  源

c) シリアルインターフェイス

d)表示機能

専用回線数 4回線 (DSUを 含む)′

-5～ 40℃ に耐えること。
]―

20～ 80%で結露 しないこと。'

塵埃のひ どい場所、腐食性ガスのあたる場所、振動のあ

る場所、直射 日光の当たる場所 を避 けること。また、落

雷の しやすい場所にあるため、落雷・誘電雷等か ら保護

する処置 を講 じること。―

RS-232C .■

OC血～999cr(補 正機能付 )

1移
':

RS-232Cを介 して通信ができること。1

1秒間隔 r

汎用外部記録媒体を用い、過去 60日 分以上を保存で

きること。↓

各験潮所において、市販のノー トパ ソコンを接続 し

て、データの取 り込みが容易にできること。
「

TCP/1P方 式 .・

5V2A(ACア ダプタ入力 )―

(b)ルータ

a) LAN インターフエイス 10BASE―T/100BASE―TX/1000BASE― T・ 1

3ポー ト (LANlは 4ポー トスイ ッチングハブ).
光回線 0.5Mb/sま たは、デジタル専用回線 64Kb/s以

上。 ・・

D―SUB9ピ ン (DTE固 定  9600b/s)・ ・

電源供給や LAN通信等の動作状況が容易に確認でき

ること。 ・

AC100V  i最ブ、207 ・・

b) WAN インターフエイス

e)電  源

(c)ソ フ トウェア

a)データ入力・収録 .

1)既存デジタルフース型験潮器の RS-232C出力端子とデータ転送装置を接
続 し、測定 レンジ 0～ 999cmのデジタル信号から潮位を抽出し、1秒毎にデ

，

“



―夕転送装置に収録すること。RS-232Cか らの験潮器出カフォーマットは

別紙 1に示す。同様に、測定レンジ 920～ 1040hPど の 0～ lVDC信 号から気圧

を抽出しご1秒毎にデータ転送装置に収録すること。1 ・

1)抽出した潮位及び気圧デーダ (以下、「験潮所データ」という。)は 、抽

出した年月日及び時刻を付加してデータ転送装置に収録すること。.

験潮データ転送装置保存フォーマットは、別紙 2に示す。4

血)収録した 1秒毎データをファイル化し汎用外部記録媒体等に自動及び手

動で収録できること。保存期間は過去60日 以上とする。■
市)収録 した験潮所データを汎用のノー トパソコンを接続 して収蒙データの

ダウンロー ドができるようにすること。 また、データダウン
´
ロー ドのため

に別途プログラムが広要な場合は、契約業者が無償提供ずること。この場

合のプログラム動作環境ば、WindoTs10以上で正常に動作すること1.:・

また、Windowsll及 びセキュリティソフトに対応できること。J「

更に、セキュリティソフ トによるウイルスチェックを行っても、験潮所

監視システムが正常に動作すること。J

b)外部出力・転送

i)入力 した 1秒毎の潮位 :気圧、時刻データを指定のデ ジタル回線 (IP―VPN

網等)(以下 「デジタル専用回線」 とい う。)を使用 して 1秒毎に験潮所監

視装置に送信す ること。
い・″

1)通信方式はTCP/1Pを 使用 し、デジタル専用回線 に接続 して送信す ること。・

験潮データ転送装置通信 フォーマ ッ トは別紙 3に示す。
.じ

血)転送は SFTPで行 うこと。・・
′

(d)信 号変換器

a)ア ナログ入力信号

b)サンフ・リング間隔

c)データ出力方式

データ出力間隔

UPS監 視

電  源

(e)電 源保安器

a)最大連続使用電圧

b)電圧防護 レベル

c)規定放電電流

d)最大放電電流

Я
一
　

　

ｅ

　

ｒ
ｌ

アナ ログ 1チ ャンネル (0～ ±lVDC、 気圧)「

1秒 レ

RS-232Cを介 して、上記データ転送装置 と通信がで

きること。■
・

1秒間隔・
・
・

RS-232Cを介 して UPSと 通 信 で き るこ と。・

5V lA(AC/DCコ ンバータ入力)・
.

AC255V (50/60Hz)^

1.4kV以下・■

20kA (8/20μ  s〉
・
 .

40kA (8/20μ s)r

Ｏ
Ｏ



(f)回 線保安器 ,..
a)最大連続使用電圧

b)電圧防護 レベル

c)最大放電電流

(g)無 停電電源装置 (UPS)

a)運転方式

b)入力電圧 ・

c)出 力容量

d)出 力電圧

e)シ リアル通信

f)バ ックア ップ時間

(h)ラ ック

a)材

b)塗

c)寸

d)重

e)耐

質

装

法

量

震

52V ^"
zoov ' .'
10kA. (8/20 r.r s)

lkA (10/350r.r s) ',

商用同期常時インバータ給電

AC100V/120V  50/60Hz ´
 .

lkVA (800W),        
｀

AC100V/120V ・

RS-232Cラケう言こ  ・

7時間 30分 以上
′、

ステンレス又は同等品 .・

さび止めのための塗装を施す こと (色 は指定 しない )

655(■)× 1370(H)× 300(D)mm程度のもので、験潮デー

タ転送装置 1式が収ま り、塩害や塵埃か ら機器 を守 る

ための措置を施 したものも
・`

60kg以 下で、容易に移動できること。・

自立式で、設置時にアンカーボル ト等で験潮所床面

に固定できること。'_.

″
０

(1)マ ニュアル

装置運用に必要な事項が分かりやすく記載 されたもの6・

(3)付 図

システ ム系統図 (別 図 1の とお り)｀

装置の搬入 と据付設定

令和6年 10月 1日 がらの装置運用開始を確保するために、契約日から令和6年 9

月 30日桜での間の当庁担当職員の指定する日に、借入装置を搬入及び据付設定し、運
用開始か滞りなく行われるよう相互協力を行うこと。また、疑義が生じた場合は、当
庁担当職員と協議の上、解決することダ..

(1)装置の据付作業 (験潮データ転送装置の据付 )

「8.納入 (履行)場所及び数量」に示す 4箇所の験潮所にそれ ぞれ据付けることb・

据付け位置は、験潮所毎に室内の環境が異なるため、当庁担当職員 と協議の うえ、そ

の指示に従うこと。_'|

・
４



以下の作業を実施す るにあたっては1作業計画・打合せ を監督職員 と行い、関係官

庁 に必要な届出を行 うこと。一

(a)横須賀験潮所にあつては、
'無

停電電源装置 (UPS)及びラック、横浜験潮所にあ

っては、ルータ(無停電電源装置 (UPS)及びラックは官給品を使角すること∫,

(b)ラ ック内矢適切に装置を実装し1各機器間を接続すること。.=

(c)ラ ックを験潮所床面にアンカーボル トにて固定すること。その場合、ラックの接

地面と床面との境界部にゴムマット等を敷設し、防振対策を行 うことき。́

(d)機器の配線については'、 据付設定作業終了まで現行の装置との平行運用とするた

め、これを考慮すること。
`^

(e)機器め接続及びデジタル専用回線への接続は、構成する機器の性能に適合 したケ

ーブル等を使用すること:ま た、コネクタ部分は、緩みや抜けの無いように注意

を払 うこと。・.                    `
(f)据付けに要するケーブルヽ工具、器具、資材、消耗品等、必要な資機材は全て請

負者の負担とする。1.

(g〉 接続 したケーブル等については、接続先 と接続元が分かるように名札をつけるこ

と。また、適宜ケーブル長に余裕をもたして結線することJ・

(h)据付け作業に際 して、現行の装置の運用に影響が生 じる可能性がある場合は、当

庁担当職員 と協議 し、その指示に従 うこと。・・

(2)装置の設 定作業
.(験

潮データ転送装置の設定)・・

(a)設 定が終わるまで、
・
現行の装置は止めることなく並行適用すること。・ j

(b)験潮データ転送装置の据付け後、各機器の動作状況及び験潮所における験潮所デ

ータの入出力、データ転送に関するネットワニク設定を実施 し、、験潮所監視装置

へ適切に験潮所データが転送 されていることを確認すること。̀ .

(c)接地における避言状況の確認、無停電電源装置に関する動作確認を行 うごと。・

(d)動 作試験を適宜繰 り返 し、現行の装置の送信する験潮所データと比較 し、適切な

値 となるよう設定を行 うこと。′・

(e)設定中に不明な動作や異常を確認 した場合、直ちに作業を中止 し、当庁担当職員

と協議 し、その指示に従 うこと。
お・

(f)設 定終了後、マニュアルに各験潮所の据付設定内容について追記すること。‐・

(3)そ の他

据付設定作業及び撤去作業を実施するにあたつては事前に当庁担当職員 と協議の

うえ、次の点に留意 しなければならない計

(a)データ転送装置が正常稼働 したことを当庁担当職員が確認 した後、験潮所にあ

る現行の装置を停止すること。、

(b)作業に際 し、必要がある場合は工作物その他の設備に対 し損害を与えないよう

に保護を行 うこと。
・́・

(c)作業に際 し、本作業が起因して雨天時に建物に雨漏 りが発生することがないよ

う、必要により雨漏 り防止措置を行 うこと。‐

”
０



(d)作業により発生した廃棄物はヽ請負者の責任において、関係法令に従い、適法

に処分すること。′

(o)借入期間終了後は、速やかに借入物品全てを撤去すること′̀

6.検 査 ・

検査は、借入物品の確認及び、据付設定後において装置が正常に稼動することを

当庁検査職員が確認後、検査終了とする卜・

7.支払い .

検査合格後、据付設定については業務完了後及び、装置の借入については毎月払

いとし、
′
海上保安庁総務部長あて請求すること

「

8.納 入 (履行 )場所及 び数 量

1)第二管区海上保安本部 竜飛験潮所  (青森県東津軽郡外ヶ浜町)

2) ′′        釜石験潮所  (岩手県釜石市魚河岸 )

3)第 二管区海上保安本部 横須賀験潮所 (神奈川県横須賀市西逸見町)

4) 〃        横浜験潮所  (神奈川県横浜市中区新港町)

1式・ ″

1式 ´

1式‐

1メぎ′

9.借入期間
.  .′

令和 6年 16月 1日 ～令和 11年 3月 31柏
r

(た だし、本契約による借入期間終了後、令和 ll年 4月 1日 から令和 11年 9月

30日 まで借入を行う予定である.)・

10.障 害発生 時の対応 等

(1)連絡窓日の設定

障害対応及び緊急連絡のための連絡窓口を設けること。、

(2)験潮所用借入機器 ・

通常の運用において、当該機器に障害が認められた場合は:原因の究明を行いk

機器を交換するなどして復旧させること。バージョンアップ適応が認められた場合

は、速やかに代替品又は新製品と交換すること。ただし、通常避けられない事案に

よる修理及び障害については、当庁担当職員 と協議の うえ、解決すること:‐

(3)ソ フ トウェアのアップグレー ド・

ソフ トウェアのバグ修正等、ソフ トウェアのアップグレー ドが行われた場合には、

直ちにこれを借入物品に反映させること。′
°
.        .

このとき、必要に応 じてマニュアルの修正を同時に行 うこと。・

11.装 置運用 の取 り扱 い説 明

契約 日から令和 6年 9月 30日 までの間の本庁海洋情報部が指定する日に、装置
の運用にあたる当庁職員に対 し́て、請負者の責任のもと実際の装置を使用 して運用
マニュアルに基づく運用についての取 り扱い説明を実施すること。・`

´
０



12.そ の他

(1)本 装置運用のために必要な付 属品 (各機器 の接続ケーブル等、運用上必要なもの )

は、請負者が提供す ること。r

(2)納入す る物品の品 目等については別紙 「仕様確認 申請書」 を提出 し、当庁海洋情報

部沿岸調査課長の確認 を うけ、支出負担行為担当官の承認 を得 るものとす るも′

(3)本 仕様書について疑義が生 じた場合は当庁担 当職員 と協議の上、解決す ることが

(4)候補 となる機器等については予め当庁に機器等 リス トを提出 し、当庁がサプライチェ

ー ン・リスクに係 る懸念が払拭 されない と判断 した場合には、代替品選定や リスク低

減対策等、当庁 と迅速かつ密接に連携 し提案の見直 しを図ること。・

月
‘



別紙 1

RS2320出 カフォーマット
｀
・ ´

サンプリングしたデータは演算 し、RS232C出 力にて観測間隔毎に出力して

います。 (間 欠モー ド時には出力されません)

通信プロトコル

・信号の種類         .:調 歩同期式、垂れ流し

・ :通 信ス ピー ド          :1200～ 38400Bps(デ フォルトは1200bps)

,デ _夕             :ASCl1 7ビ ッ ト

,ス ター トビッ ト       :1ビ ッ ト

・ ス トップビッ ト.       :1ビ ッ ト

′パ リテ イ           :偶 数

,Bcc              :STXの 次か らEXTま でのXOR

`制 御信号           :RTSは 、常にON

・ パィ ト数              :13バ イ ト

データフォーマット

STX

02H

符

号

士

潮位 〈om) スペース

i    l
10F11011 ro" lzou lzon lzon lzon

ETX

031

B00

テ・ミリッタ

OR  ILF

ODH 10AH

送信 デー タ例

02H ■123 _ _ _ _ 03H lBH CRLF

※_は スペー スを表 しています



ァニタフオーマツト
~

(1)潮位データフォーマットー生デニタ

樹隅ざ

受信日時十潮位データ十CR+LF

詳細

R ● IN:RIミ :馬 ::0'― ・ ～

別紙 2

.ミ IR: !  :,  1  1 1

i l 二___■  _■ _… _:___́__」 __

※ 符号から予約に該当するデータは、受信データの日ⅨからSlXの間のデータを格納する

"・ ASC口 文字表現
″
∞∞

″
～

″
99∞

″

・̈ A∞1文字表現 ℃1″ ～
″
12″

,。・′Sol文字表現 ηl″ ～ ηl″

・̈ ASCコ 文字表現 匈ゞ ～
″
2了

・̈A∞1文字表現
″
∞
″
～

″

"″… 馬釧 文字表現 "∞′′
～ ""″

… 受信データ
.¨ 受信データ

・̈受信データ

… ASCn文字表見カンマ 1″

・̈バЮ口文字表現 スラッシユ
″
′

… AS∝文字表現 コロン
″
"

… AS釧 文字表現 スペース ^″

・・・ODH
… OAH

年

月

日.

時

分 .

秒

符号

潮枷(α■)

予約

/

SP

CR
LF

注:BoOエラーの時は受信データをそのまま格納し、データ未受信の場合は相こ記録しないは憫ほどのデータも挿入しない)

(2)気圧データルトマツト

概略

受信日時+気圧データ+UPS情報+機器情報+CR+LF
詳細

一符

号

土
分

‥

一

ｒ
ｒ

予 約
潮位

(cm)

一　
ｏ

Ｒ

一

一
‐
‥
Ｌ

時

例:  ※ Tは スペーズ
"Dを

表す

2003/106/01,13:00101,+150_

2∞8/06わ 1,13:∞ :02,¬m_
2∞8′06/01,13:00:03,■ lm_

“

ゆ
ηoB/∞わ1,13:00:∞ ,+1∞_

=:●
:
_1_ RI馬 :劇 :R:ミ -'- l- r-:- io '- lN

分 秒 気圧(hpa)

Ｕ

Ｐ

Ｓ

Ｃ

Ｒ年
機器
情報

月 時

■_三二 |  '

※ 気圧か残幾器情報に該当するデータは、受信データのElXからSTXの間のデータを格納する

年

月

日

時

分

秒

気jコ

")UPS

機田 1躍

・̈ASC口 文字表現
・̈′SCn文字表現

・…ASCI文字表現

・̈ ASCII文字表現
… ASCn文字表現

… ASQ文字表現
Ⅲ…受信データ

・̈ 受信テータ
.¨ 受信データ
ー′ASCΠ 文字表現
… ASa文字表現
・̈AS劇 文字表現

… ASQ文字表現
‐̈ODH

'̈OAH

″
∞∞■～

″
9999‐

″
0:″ ～

″
12″

℃l″ ～ Ъ l″

“00″・́
″
24"

″
00″ ～ ′・50″
″
∞

″
～

′′

“

″

カンマ
″

.″

スラガ′ュ
″
/″

コロン
″″

スペース
″″

st:
2008/06/01 , 13:00 : 01 , 0s90. oolm
2ffi/O6/01, 13:O0rm, 09s0. oolOo

2m8l06/01, 13: oo;03, osgo. 00loo

<fs.)
2m8l06/ol. 13:oo:30. 0990. cblm

Ｐ

Ｒ

Ｆ

ｉ

Ｓ

Ｃ

Ｕ

注:BOCエラーの時は受信データをコ
"議

格納し、データ未受信の場合は相こ記録しない(欠滉1などのデータも揮入しない)

!  :  :  1 | : | 二 __二 _ュ_

０
一

月 日 秒



データ伝送装置―データ収案装置通信フォーマツト
i

て1)データ伝送装置 →データ収集装置

概略  ル点番号+ヨ時+漸位データ数十潮位デニタ+気圧データ数+気圧データ■停電情報+機器情報

詳細
・

地点番号
Ｃ

Ｒ

―
【

ド́

〓０
一

ヽ
一

〓０
一

口
一

ミ０一い
一

・…ASCΠ文字表現 00000～ 99999

… AS∝文字表現 例 :″

"08ん
νO,″

… ASCn文字表現 例 :´ 15:01 Юl″

・・・ASCェ文字表現
″十″Or″―″

‐̈ AS倒哄字表現 行位置固定 → 10。m:″01r
… ASCII:文字表理 潮位ステータス:正常〈ηooつ,データ未受信(″002つ,BCCエラー(″00ゞ )

‐̈ ASCΠ文字表現 固定小肇」点豪現 → 990h“ :匈9900″

¨ヽ ASC13を :手ヨこ現.気』鬱ぐ声~夕:ス :=E常 (000つ ,・ヒンリ→薇澪:も晨
″
001つメデ=~夕沐:聟暑信(″00Zつ‐300エラーく

″
003″)

… ASC]文字猥現 uPS監視信号 :正常〈
″
0つ,停電時

“

″
).パツテリー低下(″2つ。不明r9つX気圧欠測時は

″
不明

″

… ASC出に字豪現 .カンマにつ
・・・CDH
‐-OAH

地点番号

年月日

時分秒

符号

潮位
S●

気エ
S曖
UPS

・
ＣＲ

ば

ヨ
論

ω

Ｌ

Ｆ

Ｕ

Ｐ

Ｓ

Ｏ

Ｒ気圧GpD ST2STl
符
号
土

潮位
(cm)

秒時 分日/ 月年

「

／１
１



<システム系統図>
(注 :本図は概要を示すものであり、機器の個数・配置等を決定するものではない)

験潮データ転送装置1式

別図 1

く験潮データ伝送装置1式 >

<験潮所監視装置>

<<千葉験潮所のみ多重無線利用>>

（千
葉
験
潮
所
の
み
）

これらの5箇所の験潮所を含め、

計20箇所の験潮所のリアルタイム

データを監視装置 (本庁)で受信

海上保安庁

験潮データ送信

気象庁

験潮データ受信

ファイヤーウォール |

既設品  |

<験潮所>

信号変換器

験潮器 気圧計

多重無線
送信機

千
葉
灯
標

信号変換器

UPS データ転送装置
多重無線
送信機

ルータ 信号変換器

ルータ

回線保安器

千
葉
海
上
保
安
部

回線保安器

電
源
保
安
器

専用回線 専用回線

豊 石 横須賀 横 浜竜飛

専用回線<本庁海洋情報部>

収集・処理装置 回線保安器ルータ

CPU切替器
ハプ

バックアップ装置

UPS

験潮データ収録装置

マウス テ
・
ィスフ

°
レイキーホ

・―ド

電
源
保
安
器

気

象

　

庁

universa1 0ne(L2)回線終端装置・

lM

ロ

ーー



男U糸氏様式 4

仕様確認 申請書

年  月  日

海上保安庁 海洋情報部 沿岸調査課長 経由
支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長  殿

(競争参加者の)

住  所

商号又は名称

代表者名

貴庁が公示 した入札公告 「件名 :験潮データ転送装置 4式借入保守及び据付調整」

について、カタログ等物品の仕様確認に必要な資料を添えて申請 します。

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は 2以上記載すること)

・氏名):△

■
■

，
“

契約番号] |



別 紙

件 名 験潮データ転送装置 4式借入保守及び据付調整

※欄は、海上保安庁で使用するので記入 しないで下さい。

※

△
口 否

品   目 規 格 等 数 量
※合否
の判定

備  考

〈
ロ 否

つ
乙 〈

ロ
ヽ
コ

Ｚ

Ｌ

Ｏ
υ 〈

ロ 否

４

● 〈
ロ

Йヽ
ロ

民
υ 〈

ロ 否

α
Ｕ 合・否

〈
ロ 否

０
０ 〈

ロ 否

ｑ

レ 〈
ロ 否

10 〈
ロ 否

11 △
ロ 否

12 〈
ロ

アヽ
ロ

13 〈
ロ 否

14 〈
ロ 否

15 合・否


